
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
（平成十六年九月十五日政令第二百七十五号）

内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 （平成十六年法律第百十
二号）並びに同法 において準用する薬事法 （昭和三十五年法律第百四十五号）及び災害対策基本法
（昭和三十六年法律第二百二十三号）の規定に基づき、この政令を制定する。

（都道府県等の事務の委託の手続）
第一条 災害対策基本法施行令 （昭和三十七年政令第二百八十八号）第三十一条 の規定は、武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 （以下「法」という ）第十三条 の規定。
による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。

（都道府県知事による市町村長の事務の代行）
第二条 災害対策基本法施行令第三十条第二項 及び第三項 の規定は、法第十四条第一項 の規定に

よる都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
（国民保護等派遣の要請等の手続）
第三条 法第十五条第一項 の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする

場合には、次の事項を明らかにするものとする。
一 武力攻撃災害（法第二条第四項 の武力攻撃災害をいう。以下同じ ）の状況及び派遣を要請。

する事由
二 派遣を希望する期間
三 派遣を希望する区域及び活動内容
四 その他参考となるべき事項

２ 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることがで
きない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。

３ 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。
４ 前三項の規定は、法第十五条第二項 の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める

場合について準用する。
（市町村等の事務の委託の手続）
第四条 災害対策基本法施行令第二十八条 の規定は、法第十九条 の規定による市町村の事務又は市

町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。
（国民の保護に関する計画等の軽微な変更）
第五条 法第三十三条第七項 ただし書、第三十四条第八項ただし書、第三十五条第八項ただし書及

び第三十六条第七項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住

居表示に関する法律 （昭和三十七年法律第百十九号）第三条第一項 及び第二項 若しくは同法
第四条 の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更

二 指定行政機関（武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に
関する法律 （平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という ）第二条第四号 の指定。
行政機関をいう。以下同じ 、指定地方行政機関（同条第五号 の指定地方行政機関をいう。以。）

。）、 、 、 （ 。 。）、下同じ 都道府県 市町村 指定公共機関 同条第六号 の指定公共機関をいう 以下同じ
指定地方公共機関（法第二条第二項 の指定地方公共機関をいう。以下同じ ）その他の関係機。
関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更

三 前二号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他こ
れらに類する記載事項の修正に伴う変更

（訓練のための交通の禁止又は制限の手続）
第六条 法第四十二条第二項 の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手

続については、災害対策基本法施行令第二十条の二 の規定の例による。
（政令で定める管区海上保安本部の事務所）
第七条 法第六十一条第三項 の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌

事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
（政令で定める自衛隊の部隊等の長）
第八条 法第六十一条第三項 の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域

とする自衛隊地方連絡部の地方連絡部長とする。
２ 法第六十三条第一項 の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。

一 方面総監
二 師団長
三 旅団長
四 団長
五 連隊長



六 群長
七 自衛艦隊司令官
八 護衛艦隊司令官
九 航空集団司令官
十 掃海隊群司令
十一 護衛隊群司令
十二 航空群司令
十三 地方総監
十四 基地隊の長
十五 航空隊の長（航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く ）。
十六 教育航空集団司令官
十七 教育航空群司令
十八 練習艦隊司令官
十九 海上自衛隊補給本部長
二十 航空総隊司令官
二十一 航空支援集団司令官
二十二 航空教育集団司令官
二十三 航空方面隊司令官
二十四 航空混成団司令
二十五 航空自衛隊補給本部長
二十六 基地司令の職にある部隊等の長（航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令

部、航空混成団司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長
を除く ）。

二十七 自衛隊法 （昭和二十九年法律第百六十五号）第二十二条第一項 又は第二項 の規定によ
り編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの

（政令で定める救援）
第九条 法第七十五条第一項第八号 の政令で定める救援は、次のとおりとする。

一 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
二 学用品の給与
三 死体の捜索及び処理
四 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を

及ぼしているものの除去
（救援の程度、方法及び期間）
第十条 法第七十五条第三項 に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令 （昭和二十二年

政令第二百二十五号）第九条第一項 の基準を勘案して、あらかじめ、厚生労働大臣が定める。
２ 法第七十五条第三項 に規定する救援の期間は、法第七十四条 の規定による指示があった日（法

第七十五条第一項 ただし書の場合にあっては、その救援を開始した日）から厚生労働大臣が定め
る日までとする。

（市町村長による救援の実施に関する事務の実施）
第十一条 災害救助法施行令第二十三条 の規定は、都道府県知事が法第七十六条第一項 の規定によ
り救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用
する。この場合において、同令第二十三条第二項 中「法第二十四条 から第二十七条 まで」とある

「 （ ）のは 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 平成十六年法律第百十二号
第八十条 から第八十五条 まで」と、同条第三項 中「法の規定」とあるのは「武力攻撃事態等にお
ける国民の保護のための措置に関する法律 及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に
関する法律施行令（平成十六年政令第二百七十五号）の規定」と読み替えるものとする。

（救援の実施に必要な物資）
第十二条 法第八十一条第一項 の政令で定める物資は、次のとおりとする。

一 医療機器その他衛生用品
二 飲料水
三 被服その他生活必需品
四 建設資材（法第八十九条第一項 に規定する収容施設等に係る建設工事に必要なものに限る。
五 燃料
六 前各号に掲げるもののほか、法第七十五条第一項第五号 から第八号 までに掲げる救援の実施

に必要な物資として厚生労働大臣が定めるもの
（公用令書を交付すべき相手方）
第十三条 法第八十三条第一項 の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応

じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
一 特定物資（法第八十一条第一項 の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ ）の。

収用 収用する特定物資の所有者及び占有者



二 特定物資の保管命令 特定物資を保管すべき者
三 土地、家屋又は物資の使用 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者

（公用令書を事後に交付することができる場合）
第十四条 法第八十三条第一項 ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。

一 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合
イ 土地の使用 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合
ロ 家屋又は物資の使用 使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合（当該占有

者が所有者と異なる場合に限る ）において、所有者の所在が不明であるとき。。
二 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公

用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令
書の内容を通知したとき。

（公用令書の事後交付の手続）
第十五条 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第一号に規定す

る場合に該当して法第八十三条第一項 ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令
書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものと
する。

２ 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第二号に掲げる場合に
該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付
するものとする。

（公用取消令書の交付）
第十六条 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項

の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したとき
は、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

（公用令書等の様式）
第十七条 法第八十三条第一項 の公用令書には、同条第二項 において準用する災害対策基本法第八

十一条第二項 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用令書の番号
二 公用令書の交付の年月日
三 処分を行う都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
四 処分を行う理由

２ 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用取消令書の番号
二 公用取消令書の交付の年月日
三 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所

の所在地）
四 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
五 取り消した処分の内容
六 処分を取り消した都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長

３ 前二項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、厚生労働省令で定める。
（政令で定める医療関係者）
第十八条 法第八十五条第一項 の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。

一 医師
二 歯科医師
三 薬剤師
四 保健師
五 助産師
六 看護師
七 准看護師
八 診療放射線技師
九 臨床検査技師
十 臨床工学技士
十一 救急救命士
十二 歯科衛生士

（外国医療関係者による医療の提供の許可の手続）
第十九条 法第九十一条第一項 の規定による許可（以下この条において単に「許可」という ）を。

受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項 各号に掲げる資格に相当する資
格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならな
い。

２ 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合している
と認めるときでなければ、許可を与えてはならない。



一 その者が外国において有する資格に相当する法第九十一条第一項 各号に掲げる資格に係る業
務を行うのに必要な知識及び技能を有すること。

二 外国において法第九十一条第一項 各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当
該資格に係る業務に従事した経験を有すること。

三 我が国において医療を行うのに支障がない程度に日本語による会話能力を有すること、又は通
訳人を確保する見込みがあること。

３ 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合している
と認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。
一 医師法 （昭和二十三年法律第二百一号）第三条 、歯科医師法 （昭和二十三年法律第二百二

号）第三条 又は薬剤師法 （昭和三十五年法律第百四十六号）第四条 に規定する者（外国にお
いて有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限
る ）。

二 外国の法令による処分であって、医師法第七条第二項 、歯科医師法第七条第二項 、薬剤師法
第八条第二項 又は保健師助産師看護師法 （昭和二十三年法律第二百三号）第十四条第一項 若
しくは第二項 の規定による業務の停止の命令又は救急救命士法 （平成三年法律第三十六号）第
九条第一項 の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国において、
その者が有する法第九十一条第一項 各号に掲げる資格に相当する資格に係る業務を行うことが
できない者

三 外国の法令上成年被後見人又は被保佐人と同様に取り扱われている者（外国において有する医
師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る ）。

４ 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第二項各号に掲げる基準に適合してい
、 、 。ると認める場合であっても 次の各号のいずれかに該当する者には 許可を与えないことができる

一 医師法第四条 各号、歯科医師法第四条 各号、薬剤師法第五条 各号、保健師助産師看護師法
第九条 各号又は救急救命士法第四条 各号に掲げる者

二 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
５ 厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
６ 許可は、その有効期間が満了したとき及び法第九十一条第三項 又は第四項 の規定により取り消

されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力
を失う。

７ 前二項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
８ 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許

可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
、 、 、９ 厚生労働大臣は 外国医療関係者に対し許可をしたときは 厚生労働省令で定めるところにより

許可証を交付するものとする。
１０ 許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前

項の許可証を着用しなければならない。
（許可外国医療関係者の許可の取消事由）
第二十条 法第九十一条第四項 の政令で定める事由は、次のとおりとする。

一 前条第二項第三号に掲げる基準（通訳人に係る部分に限る ）に適合しなくなったと認めると。
き。

二 前条第三項各号又は第四項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。
三 法第九十一条第一項 の規定により指定された区域以外の区域において医療を行ったとき。
四 法第九十一条第一項 の規定により指定された業務の内容と異なる内容の医療を行ったとき。
五 前条第七項の規定による条件に違反したとき。

（政令で定める法律の規定）
第二十一条 法第九十一条第五項 の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。

一 医師法第十九条 から第二十四条の二 まで
二 歯科医師法第十九条 から第二十三条の二 まで
三 保健師助産師看護師法第六条 、第三十五条、第三十七条及び第四十二条の二
四 歯科衛生士法 （昭和二十三年法律第二百四号）第二条第一項 、第十三条の二及び第十三条の

三
五 結核予防法 （昭和二十六年法律第九十六号）第二十二条第一項 、第二十六条及び第二十七条
六 診療放射線技師法 （昭和二十六年法律第二百二十六号）第二条第二項 、第二十四条の二、第

二十六条及び第二十八条第一項
七 覚せい剤取締法 （昭和二十六年法律第二百五十二号）第八条第一項 、第十四条第一項並びに

第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十八条第一項、第十九条第二号及び第四号、第二
十条第一項から第四項まで、第三十条の七第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号、第三
十条の九第三号、第三十条の十一第三号並びに第三十二条第一項

八 麻薬及び向精神薬取締法 （昭和二十八年法律第十四号）第三条第二項第七号 及び第八号 並
びに第五十八条の二第一項



九 歯科技工士法 （昭和三十年法律第百六十八号）第二条第一項 及び第三項 、第十七条第一項
並びに第十八条

十 臨床検査技師等に関する法律 （昭和三十三年法律第七十六号）第二条 及び第二十条の二
十一 薬事法第四十六条第二項 並びに第四十九条第一項 及び第二項
十二 薬剤師法第十九条 、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条第二項及び第二十九条
十三 臨床工学技士法 （昭和六十二年法律第六十号）第二条第二項 及び第三十八条
十四 救急救命士法第二条第二項 及び第四十四条 から第四十七条 まで
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 （平成十年法律第百十四号）第

十二条第一項 及び第四項 、第十四条第二項並びに第十七条第一項
（外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等）
第二十二条 薬事法施行令 （昭和三十六年政令第十一号）第二十八条 の規定は、法第九十二条第一

項 において準用する薬事法第十四条の三第二項 の政令で定める措置について準用する。この場合
において、同令第二十八条第三号 中「法第十四条の三第一項 （法第二十条第一項 において準用
する場合を含む 」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律。）
（平成十六年法律第百十二号）第九十二条第一項 において読み替えて準用する法第十四条の三第
一項 」と 「第十四条又は第十九条の二の承認（以下「特例承認」という 」とあるのは「第十、 。）
四条の承認」と読み替えるものとする。

２ 薬事法施行令第七十五条 の規定は、法第九十二条第一項 において読み替えて準用する薬事法第
十四条の三第一項 の規定により輸入される医薬品又は医療機器について準用する。この場合にお
いて 同令第七十五条第二項 中 その直接の容器又は直接の被包 とあるのは とあるのは 厚、 「「 」 、」 「「
生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて」とあるのは「厚生労働大臣が」と 「その直、
接の容器又は直接の被包」とあるのは」と、同条第五項 中「第十四条の三第一項 （第二十条第一
項において準用する場合を含む 」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措。）
置に関する法律第九十二条第一項 において読み替えて準用する第十四条の三第一項 」と 「第十、
四条又は第十九条の二」とあるのは「第十四条」と、同条第六項中「第十四条の三第一項（第二十
条第一項において準用する場合を含む 」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のた。）
めの措置に関する法律第九十二条第一項 において読み替えて準用する第十四条の三第一項 」と、
「第十四条又は第十九条の二」とあるのは「第十四条」と 「薬事法施行令第七十五条第二項 」、
とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令（平成十六年政
令第二百七十五号）第二十二条第二項において読み替えて準用する薬事法施行令第七十五条第二項
」と読み替えるものとする。

（避難住民に関する安否情報の収集及び整理）
第二十三条 市町村長は、法第五十四条第二項 に規定する避難の指示を伝達したときは、法第六十

二条第一項 の規定により法第百四十八条第一項 の避難施設又は法第七十五条第一項第一号 の収
容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に
掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 住所
五 国籍（日本国籍を有しない者に限る ）。
六 前各号に掲げるもののほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲げる情報が不

明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る ）。
２ 前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、法第六十九

条第一項 の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に、次に掲げる
情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 居所
二 負傷又は疾病の状況
三 前二号に掲げるもののほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報

３ 法第五十四条第六項 （法第五十八条第六項 において準用する場合を含む ）の規定により避難。
住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第百四十八条第一項 の避難施設
及び法第七十五条第一項第一号 の収容施設に滞在する避難住民について、第一項の市町村長と協
力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

４ 前三項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事実に係
る避難住民（第一項及び前項に規定する避難住民を除く ）について、第一項各号及び第二項各号。
に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 当該市町村の住民が避難住民となったこと。
二 当該市町村の区域内に避難住民が滞在していること。

（武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理）
第二十四条 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民（当該市町村の住



民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む ）があると認めるときは、その者につい。
て、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる情報
二 死亡の日時、場所及び状況
三 死体の所在

２ 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民（当該市町村の住民以外の
者で当該市町村の区域内に在るものを含む ）があると認めるときは、その者について、前条第一。
項各号及び第二項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

３ 市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は
負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第一項各号に掲げる情報又は前項に規定する情
報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。

（安否情報の収集及び報告の方法）
第二十五条 法第九十四条第一項 の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、

、 、法第六十二条第一項 の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察 消防機関
医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行うものとする。

２ 法第九十四条第一項 の規定による安否情報の報告は、書面（電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む ）の送付その他の総務省令。
で定める方法により行うものとする。

（安否情報の提供）
第二十六条 法第九十五条第一項 の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会を

する理由、その氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる
） 。事務所の所在地 並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない

２ 前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有して
いる場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知
り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難
住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答す
るものとする。

３ 前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意があるとき又は公
益上特に必要があると認めるときは、第二十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる情報（武力攻
撃災害により死亡した住民にあっては、第二十四条第一項各号に掲げる情報）を回答するものとす
る。

４ 前三項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で
定める。

（生活関連等施設）
第二十七条 法第百二条第一項 の政令で定める施設は、次のとおりとする。

一 電気事業法 （昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第十号 の電気事業者又は同項第十
二号 の卸供給事業者がその事業の用に供する発電所（最大出力五万キロワット以上のものに限
る ）又は変電所（使用電圧十万ボルト以上のものに限る ）。 。

二 ガス事業法 （昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十三項 のガス工作物（同項 に規定す
るガス発生設備、ガスホルダー及びガス精製設備に限り、同条第三項 の簡易ガス事業の用に供
するものを除く ）。

三 水道法 （昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第二項 の水道事業又は同条第四項 の水道
用水供給事業の用に供する取水、貯水若しくは浄水のための施設又は配水池であって、これらの
事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの

四 鉄道事業法 （昭和六十一年法律第九十二号）第八条第一項 の鉄道施設又は軌道法 （大正十
年法律第七十六号）による軌道施設であって、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその
他の用に供するもののうち、当該施設の一日当たりの平均的な利用者の人数が十万人以上である
もの

五 電気通信事業法 （昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号 の電気通信事業者（同法第九
条 の登録を受けた者に限る ）がその事業の用に供する交換設備（同法第三十三条第一項 の利。
用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信
回線の数が三万に満たないもの及び同項 の移動端末設備と接続される伝送路設備と接続される
交換設備で当該移動端末設備の数が三万に満たないものを除く ）。

六 日本放送協会又は放送法 （昭和二十五年法律第百三十二号）第二条第三号の三の一 般放送事
業者（同条第三号の四 の受託放送事業者及び同条第三号の五 の委託放送事業者を除く ）が同。
条第一号の二 の国内放送を行う放送局（同条第三号 の放送局をいい、人工衛星の無線局である
ものを除く。以下この号において同じ ）であって、同法第二条の二第二項第三号 に規定する。
放送系において他の放送局から放送（同法第二条第一号 の放送をいう。以下この号において同
じ ）をされる同法第二条第四号 の放送番組を受信し、同時にこれをそのまま再送信する放送。
を主として行うもの以外のものの無線設備



七 港湾法 （昭和二十五年法律第二百十八号）第五十二条第一項第一号 の国土交通省令で定める
水域施設又は係留施設

八 空港整備法 （昭和三十一年法律第八十号）第二条第一項 の空港の同法第六条第一項 の滑走
路等及び当該空港の敷地内の旅客ターミナル施設並びに当該空港における航空機の離陸又は着陸
の安全を確保するために必要な航空法 （昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第四項 の航
空保安施設

九 河川管理施設等構造令 （昭和五十一年政令第百九十九号）第二章 の規定の適用を受けるダム
十 法第百三条第一項 の危険物質等の取扱所
（危険物質等）
第二十八条 法第百三条第一項 （同条第五項 において準用する場合を含む ）の政令で定める物質。

は、次のとおりとする。
一 消防法 （昭和二十三年法律第百八十六号）第二条第七項 の危険物（同法第九条の四 の指定

数量以上のものに限る ）。
二 毒物及び劇物取締法 （昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項 の毒物及び同条第二項

の劇物（同法第三条第三項 の毒物劇物営業者、同法第三条の二第一項 の特定毒物研究者並びに
当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取り扱うものに限る ）。

三 火薬類取締法 （昭和二十五年法律第百四十九号）第二条第一項 の火薬類
四 高圧ガス保安法 （昭和二十六年法律第二百四号）第二条 の高圧ガス（同法第三条第一項 各

号に掲げるものを除く ）。
五 原子力基本法 （昭和三十年法律第百八十六号）第三条第二号 に規定する核燃料物質及びこれ

によって汚染された物（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 （昭和三十二
年法律第百六十六号）第六十四条第一項 に規定する原子力事業者等が所持するものに限る ）。

六 原子力基本法第三条第三号 に規定する核原料物質（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
制に関する法律第五十七条の八第一項第三号 に規定する核原料物質を除く ）。

七 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 （昭和三十二年法律第百六十七号）
第二条第二項 に規定する放射性同位元素及びこれによって汚染された物（同法第三十二条 に規
定する許可届出使用者等が所持するものに限る ）。

八 薬事法第四十四条第一項 の毒薬及び同条第二項 の劇薬（同法第四十六条第一項 の薬局開設
者等が取り扱うものに限る ）。

九 電気事業法第三十八条第三項 の事業用電気工作物（発電用のものに限る ）内における高圧。
ガス保安法第二条 の高圧ガス（当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法 の適用を受
けることとなるものに限る ）。

十 細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の
実施に関する法律 （昭和五十七年法律第六十一号）第二条第一項 に規定する生物剤及び同条第
二項 に規定する毒素（業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る ）。

十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 （平成七年法律第六十五号）第二条第
一項 の毒性物質（同法第七条第一項 の許可製造者、同法第十二条 の許可使用者、同法第十五
条第一項第二号 の承認輸入者及び同法第十八条第二項 の廃棄義務者並びに同法第二十四条第一
項 から第三項 まで（同法第二十六条 及び第二十七条 において準用する場合を含む ）又は同。
法第二十八条 の規定による届出をした者が所持するものに限る ）。

（危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置）
第二十九条 法第百三条第三項 （同条第五項 において準用する場合を含む ）の政令で定める区分。

は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項 の政令
で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。

物質の種類 区 分 措 置

前条第一号に掲 イ 二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取 法第百三条第三項第
げる物質 扱所 消防法第十一条第一項第一号の移送取扱所をいう 二号及び第三号に掲（ 。

以下この項において同じ ）において取り扱うものにあ げる措置。
っては、総務大臣

ロ 消防本部等所在市町村（消防法第十一条第一項第一号
の消防本部等所在市町村をいう。以下この項において同
じ ）以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所。
若しくは取扱所（移送取扱所を除く ）又は移送取扱所。
（二以上の都道府県の区域にわたって設置されるもの及
び一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置されるも
のを除く ）において貯蔵し、又は取り扱うものにあっ。
ては、これらが設置される区域を管轄する都道府県知事

ハ 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所、貯



蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除く ）又は一の消。
防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所
において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、当該市
町村長

前条第二号に掲 イ 毒物及び劇物取締法第四条第一項の登録を受けた者が 法第百三条第三項各
げる物質 取り扱うものにあっては 当該登録の権限を有する者 都 号に掲げる措置、 （

道府県知事が当該登録の権限を有する場合にあっては、
厚生労働大臣及び都道府県知事）

ロ 毒物及び劇物取締法第三条の二第一項の特定毒物研究
者又は前条第二号に掲げる物質を業務上取り扱う者が取
り扱うものにあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事

前条第六号に掲 文部科学大臣（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制 法第百三条第三項各
げる物質 に関する法律第六条第一項に規定する製錬事業者（同法第 号に掲げる措置

十二条の七第一項に規定する旧製錬事業者等を含む ）が。
所持するものにあっては、経済産業大臣）

前条第八号に掲 厚生労働大臣（薬事法施行令第八十条の規定による都道府 法第百三条第三項各
げる物質 県知事の処分を受けている者が所持するものにあっては厚 号に掲げる措置

生労働大臣及び都道府県知事、専ら動物のために使用され
ることが目的とされているものにあっては農林水産大臣）

前条第九号に掲 経済産業大臣 法第百三条第三項各
げる物質 号に掲げる措置

前条第十号に掲 細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵 法第百三条第三項各
げる物質 の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律施行令 号に掲げる措置

（平成七年政令第三百九十六号）第二条第二項に規定する
主務大臣

前条第十一号に 経済産業大臣 法第百三条第三項各
掲げる物質 号に掲げる措置

備考 この表の下欄に定める措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第二条第七号
の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。

（通報手続）
第三十条 法第百五条第一項 前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法

（平成十一年法律第百五十六号）第十条第一項 の規定に基づく主務省令及び原子力事業者防災業
務計画の定めの例による。

（放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続）
第三十一条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項

第一号 から第四号 までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事
項を通知しなければならない。ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必
要があるときは、この限りでない。
一 当該措置を講ずる旨
二 当該措置を講ずる理由
三 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体
四 当該措置を講ずる時期
五 当該措置の内容

２ 前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知
事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知し
なければならない。

３ 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百八条第一項第五号
又は第六号 に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならな
い。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員
の現場における指示をもってこれに代えることができる。
一 当該措置を講ずる旨
二 当該措置を講ずる理由



三 当該措置の対象となる建物又は場所
四 当該措置を講ずる時期
五 当該措置の内容

４ 前三項の規定は、法第百八条第二項 において準用する同条第一項 の規定により関係市町村長、
関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項 各号に掲げる措
置を講ずる場合について準用する。

（土地等への立入りの手続）
第三十二条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第百九条第一項

の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨
を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが
困難であるときは、この限りでない。

２ 前項の規定は、法第百九条第三項 において準用する同条第一項 の規定により関係市町村長、関
係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等
に立ち入らせる場合について準用する。

（応急公用負担の手続等）
第三十三条 法第百十三条第一項 の規定による応急公用負担の手続、同条第四項 において読み替え

て準用する災害対策基本法第六十四条第三項 の規定による公示の方法及び事項並びに同条第四項
の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第二十四条 から第二十七
条 までの規定の例による。

２ 法第百十三条第五項 において読み替えて準用する災害対策基本法第六十四条第九項 の政令で定
める自衛隊法第八条 に規定する部隊等の長については、災害対策基本法第六十四条第九項 の内閣
府令の定めの例による。

（墓地、埋葬等に関する法律第五条 及び第十四条 の手続の特例）
第三十四条 厚生労働大臣は、法第百二十二条 の規定により墓地、埋葬等に関する法律 （昭和二十

三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という ）第五条 及び第十四条 に規定。
する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。

２ 厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体
に係る墓地埋葬法第五条第一項 の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項 に規定す
る市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとする
ことができる。

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止する
ため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者
について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓
地埋葬法第五条第一項 の規定にかかわらず、同項 の規定による許可を要しないものとすることが
できる。

４ 厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条 に規定する手続については、次に定
めるところにより、特例を定めるものとする。
一 墓地埋葬法第十四条 に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診

断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。
二 前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、

当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でな
ければ、埋葬をさせ、又は火葬を行ってはならないものとすること。

三 墓地又は納骨堂の管理者は、第一号の書類であって、火葬場の管理者が墓地埋葬法第十六条第
二項 に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵を
することができるものとすること。

（避難施設の基準）
第三十五条 法第百四十八条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であるこ
と。

二 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
三 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するも

のであること。
四 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
五 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。

（避難施設の重要な変更）
第三十六条 法第百四十九条 の政令で定める重要な変更は、当該施設の避難住民等の受入れ又は救

援の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。
（職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続）
第三十七条 災害対策基本法施行令第十五条 の規定は法第百五十一条第一項 の規定による職員の派

遣の要請について、同令第十六条 の規定は法第百五十二条第一項 又は第二項 の規定による職員



の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。
（武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い）
第三十八条 法第百五十四条 において読み替えて準用する災害対策基本法第三十二条第一項 の武力

攻撃災害等派遣手当及び法第百五十三条 の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定
指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第十七条 から
第十九条 までの規定の例による。

（国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等）
第三十九条 法第百五十五条第一項 の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁

止又は制限の手続、同項 の政令で定める車両及び同条第二項 において読み替えて準用する災害対
策基本法第七十六条の四 の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令
第三十二条 から第三十三条の二 まで（第三十三条第四項を除く ）の規定の例による。。

（損失補償の申請手続）
第四十条 法第百五十九条第一項 の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書

を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一 法第八十一条第四項 （同条第一項 に係る部分を除く ）の規定による処分 当該処分を行っ。

た指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
二 法第百二十五条第四項 の規定による処分 文化庁長官
三 法第八十一条第二項 若しくは第三項 、第八十二条又は第百十三条第三項（同条第一項に係る

部分に限る ）の規定による処分 当該処分を行った都道府県知事。
四 法第百五十五条第二項 において準用する災害対策基本法第七十六条の三第二項 後段（同条第

三項 又は第四項 において準用する場合を含む ）の規定による処分 当該処分に係る車両その。
他の物件が所在した場所を管轄する都道府県知事

五 法第百十三条第一項 の規定による処分 当該処分を行った市町村長
六 法第百十三条第五項 （同条第一項 に係る部分に限る ）において読み替えて準用する災害対。

策基本法第六十四条第七項 又は第八項 の規定による処分 当該処分に係る土地、建物その他の
工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長

２ 前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損
失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければ
ならない。

３ 第一項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地）
二 請求額及びその明細
三 損失の発生した日時又は期間
四 損失の発生した区域又は場所
五 損失の内容

（実費弁償の基準）
第四十一条 法第百五十九条第二項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 手当は、法第八十五条第一項 の規定による要請に応じ、又は同条第二項 の規定による指示に
従って医療を行った時間に応じて支給するものとする。

二 前号の手当の支給額は、法第八十五条第一項 の規定による要請を行い、又は同条第二項 の規
定による指示をした都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考
慮して定めるものとする。

三 一日につき八時間を超えて医療を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超
える時間につき割増手当を、医療を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅
費を、それぞれ支給するものとする。

四 前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、第二号に規定する医
療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。

（実費弁償の申請手続）
第四十二条 法第百五十九条第二項 の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請

書を、法第八十五条第一項 の規定による要請又は同条第二項 の規定による指示を行った都道府県
知事に提出しなければならない。

２ 都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁
償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならな
い。

３ 第一項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所
二 請求額及びその明細
三 医療に従事した期間及び場所
四 従事した医療の内容



（損害補償の額）
第四十三条 法第百六十条第一項 の規定による損害の補償の額は、非常勤消防団員等に係る損害補

償の基準を定める政令 （昭和三十一年政令第三百三十五号）中消防法第二十五条第一項 若しくは
第二項 （同法第三十六条 において準用する場合を含む ）若しくは第二十九条第五項 （同法第。

。） 、三十条の二 及び第三十六条 において準用する場合を含む の規定により消防作業に従事した者
同法第三十五条の七第一項 の規定により救急業務に協力した者又は水防法 （昭和二十四年法律第
百九十三号）第二十四条 の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定す
るものとする。

２ 法第百六十条第二項 の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令 中扶助金に係る規定の
例により算定するものとする。

（損害補償の申請手続）
第四十四条 法第百六十条第一項 の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書

を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一 海上保安官の要請を受けて協力した場合 海上保安庁長官
二 自衛官の要請を受けて協力した場合 防衛大臣
三 都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官の要請を受けて協力した場合 当該要請が行

われた場所を管轄する都道府県知事
四 市町村長又は消防吏員その他の市町村の職員の要請を受けて協力した場合 当該要請が行われ

た場所を管轄する市町村長
２ 法第百六十条第二項 の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第

八十五条第一項 の規定による要請又は同条第二項 の規定による指示を行った都道府県知事に提出
しなければならない。

３ 第一項各号に定める者及び前項の都道府県知事は、前二項の損害補償申請書を受理したときは、
補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申
請をした者に通知しなければならない。

４ 第一項及び第二項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
二 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
三 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
四 負傷、疾病又は死亡の状況
五 死亡した場合にあっては、遺族の状況

（損失補てんの対象）
第四十五条 法第百六十一条第一項 の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同

項 に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したそ
の財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共
機関に生じた損失について行う。

２ 前項の規定は、法第百六十一条第二項 の規定による損失の補てんについて準用する。この場合
において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは 「市町村又は指定公共機関若しくは、
指定地方公共機関」と読み替えるものとする。

（損失補てんの手続）
第四十六条 都道府県又は指定公共機関は、前条第一項に規定する職員又は財産が武力攻撃災害を受

けた場合において、武力攻撃災害により生ずる損失の補てんを受けようとするときは、対策本部長
（事態対処法第十九条第一項 の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣。
次項において同じ ）に当該武力攻撃災害の状況を通知しなければならない。。

２ 対策本部長は、前項の規定による通知を受けた場合において、損失を補てんすることが相当と認
めるときは、所要の調整その他の必要な措置を講ずるものとする。

３ 前二項の規定は、法第百六十一条第二項 の規定による損失の補てんについて準用する。この場
合において、第一項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは「市町村又は指定公共機関若しく
は指定地方公共機関」と 「対策本部長（事態対処法第十九条第一項 の規定により対策本部が廃、
止された後にあっては、内閣総理大臣」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長（法第三十条
の規定により都道府県対策本部が廃止された後にあっては、都道府県知事」と、前項中「対策本部
長」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長」と読み替えるものとする。

（国が負担する費用）
第四十七条 法第百六十八条第一項 本文の政令で定める費用は、同項第一号 から第三号 までに規

定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第四号 に掲げる費用とする。ただし、同項第
一号 に規定する措置のうち法第六十二条第六項 （法第六十九条第二項 において準用する場合を
含む ）の規定による措置に要する費用にあっては第十条第一項 の規定により厚生労働大臣が定。
める程度及び方法によるものとした場合に当該措置に要する費用とし、法第百六十八条第一項第二
号 に規定する措置のうち法第七十五条 の規定による救援に要する費用にあっては第十条 の規定
により厚生労働大臣が定める程度、方法及び期間による救援に要する費用とする。



２ 法第百六十八条第一項 の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第一項 ただし書の
規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。

（政令で定める手当）
第四十八条 法第百六十八条第一項 ただし書の政令で定める手当は、地域手当、住居手当、初任給

調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当（これに準ずる手当を含む 、へき地手当（こ。）
れに準ずる手当を含む 、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定。）
任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産
業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。

（地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用）
第四十九条 法第百六十八条第一項 ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費

用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用（国民の保護のための措置の実施により
増加し、又は新たに必要となったものを除く ）とする。。

（施設の管理者として行う事務に要する費用）
第五十条 法第百六十八条第一項 ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する

費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。
（地方公共団体が負担する共同訓練費用）
第五十一条 法第百六十八条第二項 の政令で定める費用は、次のとおりとする。

一 地方公共団体の職員の給料及び手当
二 地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用（法第百六十

八条第二項 に規定する訓練の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く ）。
三 地方公共団体が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用

（準用）
第五十二条 第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、

第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二条第一
項 の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に
掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとす
る。

第一条 第十三条 第百八十三条において準用する法第十三条

第二条 法第十四条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第十四条第一項

第三条第一項 法第十五条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第十五条第一項

第三条第一項第一号 武力攻撃災害（法第二条第 緊急対処事態における災害（武力攻撃に準
四項の武力攻撃災害をいう ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の。
以下同じ ） 死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の。

放出その他の人的又は物的災害をいう。以
下同じ ）。

第三条第四項 法第十五条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第十五条第二項

対策本部長 緊急対処事態対策本部長

第四条 法第十九条 法第百八十三条において準用する法第十九
条

第六条 法第四十二条第二項 法第百八十三条において準用する法第四十
二条第二項

第七条及び第八条第一項 法第六十一条第三項 法第百八十三条において準用する法第六十
一条第三項

第八条第二項 法第六十三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第六十三条第一項

第九条 法第七十五条第一項第八号 法第百八十三条において準用する法第七十



五条第一項第八号

第九条第一号及び第四号 武力攻撃災害 緊急対処事態における災害、
第二十四条（見出しを含
む 、第二十六条第二項。）
及び第三項並びに第二十
九条の見出し

第十条 法第七十五条第三項 法第百八十三条において準用する法第七十
五条第三項

第十条第二項 法第七十四条 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第七十四条

法第七十五条第一項ただし 法第百八十三条において準用する法第七十
書 五条第一項ただし書

第十一条 法第七十六条第一項 法第百八十三条において準用する法第七十
六条第一項

第八十条から第八十五条ま 第百八十三条において準用する同法第八十
で 条から第八十五条まで

第十二条 法第八十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第八十一条第一項

第十二条第四号 法第八十九条第一項 法第百八十三条において準用する法第八十
九条第一項

第十二条第六号 法第七十五条第一項第五号 法第百八十三条において準用する法第七十
から第八号まで 五条第一項第五号から第八号まで

第十三条、第十六条及び 法第八十三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
第十七条第一項 る法第八十三条第一項

第十三条第一号 法第八十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第八十一条第一項

第十四条及び第十五条第 法第八十三条第一項ただし 法第百八十三条において準用する法第八十
一項 書 三条第一項ただし書

第十五条第一項及び第二 前条第一号 第五十二条において準用する前条第一号
十九条

第十五条第二項及び第二 前条第二号 第五十二条において準用する前条第二号
十九条

第十七条第二項 前条 第五十二条において読み替えて準用する前
条

第十八条、第四十一条第 法第八十五条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
一号及び第二号、第四十 る法第八十五条第一項
二条第一項並びに第四十
四条第二項

第十九条第一項並びに第 法第九十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
二十条第三号及び第四号 る法第九十一条第一項

第十九条第二項第一号及 法第九十一条第一項各号 法第百八十三条において準用する法第九十
び第二号並びに第三項第 一条第一項各号



二号

第十九条第六項 法第九十一条第三項 法第百八十三条において準用する法第九十
一条第三項

第二十条 法第九十一条第四項 法第百八十三条において準用する法第九十
一条第四項

第二十条第一号 前条第二項第三号 第五十二条において準用する前条第二項第
三号

第二十条第二号 前条第三項各号 第五十二条において準用する前条第三項各
号

第二十条第五号 前条第七項 第五十二条において準用する前条第七項

第二十一条 法第九十一条第五項 法第百八十三条において準用する法第九十
一条第五項

第二十二条 法第九十二条第一項 法第百八十三条において準用する法第九十
二条第一項

第二十二条第一項 武力攻撃事態等における国 武力攻撃事態等における国民の保護のため
民の保護のための措置に関 の措置に関する法律（平成十六年法律第百
する法律（平成十六年法律 十二号）第九十二条第一項
第百十二号）第九十二条第
一項

第二十二条第二項 武力攻撃事態等における国 武力攻撃事態等における国民の保護のため
民の保護のための措置に関 の措置に関する法律第百八十三条において
する法律第九十二条第一項 準用する同法第九十二条第一項

第二十二条第二項 第五十二条において読み替えて準用する同
令第二十二条第二項

第二十三条第一項 法第五十四条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第五十四条第二項

第二十三条第一項及び第 法第六十二条第一項 法第百八十三条において準用する法第六十
二十五条第一項 二条第一項

第二十三条第一項及び第 法第七十五条第一項第一号 法第百八十三条において読み替えて準用す
三項 る法第七十五条第一項第一号

第二十三条第二項 法第六十九条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第六十九条第一項

第二十三条第三項 法第五十四条第六項 法第百八十三条において準用する法第五十
四条第六項

法第五十八条第六項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第五十八条第六項

第二十四条第一項第一号 前条第一項各号 第五十二条において準用する前条第一項各
及び第二項 号

第二十五条 法第九十四条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第九十四条第一項

第二十六条第一項 法第九十五条第一項 法第百八十三条において準用する法第九十



五条第一項

第二十六条第三項 第二十三条第一項各号 第五十二条において準用する第二十三条第
一項各号

第二十四条第一項各号 第五十二条において準用する第二十四条第
一項各号

第二十七条 法第百二条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百二条第一項

第二十七条第十号及び第 法第百三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
二十八条 る法第百三条第一項

第二十九条 法第百三条第三項（ 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百三条第三項（

法第百三条第三項第二号 法第百八十三条において準用する法第百三
条第三項第二号

法第百三条第三項各号 法第百八十三条において準用する法第百三
条第三項各号

前条第六号 第五十二条において準用する前条第六号

前条第八号 第五十二条において準用する前条第八号

前条第九号 第五十二条において準用する前条第九号

前条第十号 第五十二条において準用する前条第十号

前条第十一号 第五十二条において準用する前条第十一号

事態対処法第二条第七号の 事態対処法第二十五条第三項の緊急対処措
対処措置 置

第三十条 法第百五条第一項前段 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百五条第一項前段

第三十一条第一項 法第百八条第一項第一号か 法第百八十三条において準用する法第百八
ら第四号まで 条第一項第一号から第四号まで

第三十一条第三項 法第百八条第一項第五号 法第百八十三条において準用する法第百八
条第一項第五号

第三十一条第四項 法第百八条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百八条第二項

第三十二条第一項 法第百九条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百九条第一項

第三十二条第二項 法第百九条第三項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百九条第三項

第三十三条第一項及び第 法第百十三条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
四十条第一項第五号 る法第百十三条第一項

第三十三条第二項及び第 法第百十三条第五項 法第百八十三条において準用する法第百十
四十条第一項第六号 三条第五項



第三十四条第一項 法第百二十二条 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百二十二条

第三十七条 法第百五十一条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百五十一条第一項

法第百五十二条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百五十二条第一項

第三十八条 法第百五十四条 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百五十四条

法第百五十三条 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百五十三条

第三十九条 法第百五十五条第一項 法第百八十三条において準用する法第百五
十五条第一項

第四十条第一項 法第百五十九条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百五十九条第一項

第四十条第一項第一号 法第八十一条第四項 法第百八十三条において準用する法第八十
一条第四項

第四十条第一項第二号 法第百二十五条第四項 法第百八十三条において準用する法第百二
十五条第四項

第四十条第一項第三号 法第八十一条第二項 法第百八十三条において準用する法第八十
一条第二項

第四十条第一項第四号 法第百五十五条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百五十五条第二項

第四十一条及び第四十二 法第百五十九条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
条第一項 る法第百五十九条第二項

第四十三条第一項及び第 法第百六十条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
四十四条第一項 る法第百六十条第一項

第四十三条第二項及び第 法第百六十条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
四十四条第二項 る法第百六十条第二項

第四十五条第二項及び第 法第百六十一条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
四十六条第三項 る法第百六十一条第二項

第四十六条第三項 都道府県国民保護対策本部 都道府県緊急対処事態対策本部長
長

法第三十条 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第三十条

第四十七条第一項 法第百六十八条第一項本文 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百六十八条第一項本文

法第六十二条第六項 法第百八十三条において準用する法第六十
二条第六項

法第六十九条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第六十九条第二項



第十条第一項 第五十二条において読み替えて準用する第
十条第一項

法第百六十八条第一項第二 法第百八十三条において読み替えて準用す
号 る法第百六十八条第一項第二号

法第七十五条 法第百八十三条において準用する法第七十
五条

第十条の規定 第五十二条において読み替えて準用する第
十条の規定

第四十七条第二項 法第百六十八条第一項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百六十八条第一項

第四十八条から第五十条 法第百六十八条第一項ただ 法第百八十三条において準用する法第百六
まで し書 十八条第一項ただし書

前条 法第百六十八条第二項 法第百八十三条において読み替えて準用す
る法第百六十八条第二項

（事務の区分）
第五十三条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務（都道府県警察が

処理することとされているものを除く ）は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条。
第九項第一号に規定する第一号 法定受託事務とする。


